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はじめに

　自治体契約事務をめぐっては、過去から現在にいたるまで、不正事件
が多発しています。職員による予定価格の漏洩、最低制限価格の漏洩、
契約事務に便宜を図る収賄、公金横領、利益供与などの事件は、官製談
合防止法、地方公務員法など関係法令に違反し、市民の信頼を根底から
裏切る行為で決して許されるものではありません。
　一方、法に抵触はしていないものの、契約事務の執行手続きにおいて、
重大なミスが発生することもあります。例えば、入札会場で担当者の勘
違いで落札者の宣言を間違えたようなケースです。
　一つの不正事件は、当該自治体の信頼性を根底から損なうとともに、
再発防止策を講ずるなど、契約事務の停滞と多くの無駄な業務を発生さ
せます。また、契約事務の事務的なミスは、不正を意図するものではな
いものの、事務の効率化を阻害し、事例によっては、その対応と再発防
止に多大な時間とコストを生じさせます。そして、不正事件と同様に、
当該自治体の信頼性を根底から損なうことにつながります。
　自治体職員は、業務の実施に当たって必要な物品を調達するとともに、
工事や業務を外注することによって、効率、効果的な自治体サービスを
提供しています。この調達すべき「モノ」や外注する「工事」「業務」によっ
て、その契約手続きとチェックポイントが異なってきます。

　本書では、
〇自治体契約制度からみたチェックポイントを概説しています。
〇自治体契約事務の段階ごとにチェックポイントを明らかにしていま
す。

〇チェックポイントの特徴は、過去に発生した不正事件や重大なミスを
防止する視点に絞っています。

〇各自治体によって異なる例規等の内容を踏まえ、チェックの根拠とな
る例規等をできるだけ明示するように工夫しています。
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○各章の巻末では、不正事件及び重大なミスの発生防止の参考となるよ
う、「事件 File」と称して、近年発生した事件・事例を紹介しています。

　契約事務に伴う支払財源は、主として市民の税金です。したがって、
契約事務では、競争性の確保を前提に、公平性・透明性を確保しなけれ
ばなりません。そのためにも契約事務は、それぞれの手続きの段階で確
実なチェックが行われ、信頼性のある契約事務を継続させなければなり
ません。
　契約事務に限らず、自治体業務に関わるチェックポイントは数多く存
在します。しかし、職員体制や業務の効率化の観点からは、チェックの
ために多くの職員を割くわけにはいきません。したがって、業務の ICT
化などにより、確実に不正や事務的ミスの防止を図りつつ、ICT 化で
は対応できない人為的な不正や事務の重大ミスの防止のために、どのよ
うなチェックが必要かを検討し、事務の精度を高める努力が必要となり
ます。
　契約をめぐる過去の不正事件、事務的ミスの検証からは、各手続きの
段階で契約事務の確実なチェックが行われていれば、大半の事件は未然
に防止できたと考えられます。
　ゆえに、契約事務の各段階において、実務担当者は確認すべきポイン
トを押さえ、さらに、事務決裁責任者が最終確認を実施する体制が整っ
ていなければなりません。さらに、会計管理者の審査とともに、監査委
員の監査機能との連携により、不正事件及び重大な事務的ミスの防止を
図る必要があります。
　本書が自治体職員の実務能力の向上とともに、日常的な契約事務の効
率性を高め、ミスの発生や不正の防止を図るための一助になることを
願っています。

　令和 3年 4月 1日

樋口満雄
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【凡例】

〈法令略記〉	 〈正式名〉

自治法	 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）
自治令	 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）
自治規則	 地方自治法施行規則（昭和 22 年内務省令第 29 号）
入契法	 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律

第 127 号）
入契法施行令	 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成 13

年政令第 34 号）
適正化指針	 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（令和

元年 10 月一部変更・閣議決定）
品確法	 公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）
労働者派遣法	 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法

律（昭和 60 年法律第 88 号）
支払遅延防止法	 政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）
官製談合防止法	 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害

すべき行為の処罰に関する法律（平成 14 年法律第 101 号）
独占禁止法	 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号）
暴力団対策法	 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）

７
つ
の
基
本
ル
ー
ル
か
ら
見
た

チ
ェ
ッ
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ン
ト

第1部
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1

基本ルール

行政法における「契約」

◇自治体契約の位置付けについて、その機能と役割を行政法の視点から
確認し、自治体契約事務の性格を把握しておく必要がある。
◇自治体契約は行政活動の一つであるが、行政処分と異なって、公権力
の行使を伴わないのが基本的特徴である。

◉行政法の範囲と行政契約
○自治体の業務に適用される法の範囲は、「行政法」として整理されている。行
政法は行政に関する法律の集まりであり、国の法律（約 2,000）のうち約 600
が関係するといわれている。
○行政法の分類は、①行政組織に関する分野、②行政作用に関する分野、③行
政救済に関する分野に整理されている。自治体の契約は、行政法の分野のう
ち、②行政作用に関する分野に位置付けられる。

◉行政契約は「行政作用に関する分野」に分類
○行政作用に関する分野は、①行政立法、②行政計画、③行政行為、④行政強制、
⑤行政罰、⑥行政契約、⑦行政指導に分類され、日常の行政活動の基本となっ
ている。

ここが実務の CHECK・POINT

1.	行政契約の背景にある法律の体系とともに、自治体の権限を意識する
ことで契約事務の適正化を図ることができる。

2.	行政契約は、行政作用に関する他の分野、特に行政立法、行政計画、
行政指導と密接な関係がある。ここに留意することで、透明性のある
契約制度を確立することができる。

3.	不正の防止の観点からは、行政組織に関する分野が関係する（右頁（◉
行政法の分類）参照）。権限の集中を回避することで、不正の発生し
ない組織体制を確立することができる。

行政に関する法律①
行政に関する法律②
行政に関する法律③

　 　 　 …

行政に関する法律○○

行政法のつくり 行政法

◉行政法の分類

1.	行政組織に関
する分野

行政組織法

行政の組織について書かれた法律の集まりであ
る。内閣法、国家行政組織法、国家公務員法、
地方自治法、地方公務員法などの法律は、この
分野に分類される。

2.	行政の活動に
関する分野

行政作用法

行政の活動について書かれた法律の集まりであ
る。地方自治法をはじめ、例えば、「緊急事態宣
言について」とか、「生活保護の支給について」
などの法律は、この分野に分類される。数も多い。

3.	国民の救済に
関する分野

行政救済法
国民の救済について書かれた法律の集まりであ
る。国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴
訟法は、この分野に分類される。

	 「契約関係の法令は全組織に共通する」
職員は、3〜 5年ごとの定期的な人事異動により、業務の分担が変化します。各職場には、
業務に関係する法令があり、これが職員の仕事の「よりどころ」になっています。一方、
契約事務は、どの職場でも発生する共通事務ですから、契約事務に関する関係法令等の考
え方と実務を学ぶことは、将来の行政経営を担う職員にとって大きな力になります。

①行政立法…行政が行うルールづくり

②行政計画…行政が行う計画づくり

③行政行為…行政が行う権力的な対外的活動

④行政強制…行政が行う強制措置

⑤行政罰……行政が行う罰則適用

⑥行政契約…行政が行う契約

⑦行政指導…行政が行う非権力的な対外的活動

国の法律（2000）

600以上？

◉行政作用法の体系

行
政
作
用
法
の
分
野

ココに注意！
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2

基本ルール

自治体公共契約における「契約」

◇公共契約は、広く行政目的を達成するために締結される契約である。
◇公共契約は、「公法上の契約」と「私法上の契約」に分類できる。
◇公法上の契約は、行政主体間の契約など限定的である。
◇自治体の契約事務では、私法上の契約が大半を占め、これらは行政サー
ビスの提供などには欠かせない事務となっている。

◉自治体契約の役割

ここが実務の CHECK・POINT

1. 公法上の契約と私法上の契約では、根拠法令が異なるので、順守すべ
き根拠法令を明確にすることで、契約上のトラブルを防止できる。

2. 私法上の契約において不正事件や事務的なミスが発生していることか
ら、「行政活動のための契約」「財産管理のための契約」の適正化に力
点を置くことで、契約事務全体の信頼性を高めることができる。

3. 私法上の契約の基本は、対等性による契約締結である。行政の権力性
や優位性を排除した契約制度の確立が、不正の防止対策につながる。

公法上の契約 私法上の契約

契約 契約

協
定

契
約私法（民法等）の規定

は適用されない。
私法（民法等）が適用
される。

企業等

行政A 行政A

Bさん

行政B 企業等

行政活動のための契約
財産管理のための契約
給付行政における契約

規制行政における契約
行政主体間での契約

公法上の契約

私法上の契約

公
共
契
約

◉公法上の契約とは

○行政主体が公法上の手段として契約を結ぶ行為である。公益を目的とし、公益を実現
するための契約なので私法規定は適用されない。

①規制行政における契約の事例 ②行政主体間での契約の事例

◇公害防止協定
◇地方公共団体の事務の委託（自治法第
252条の 14）

◇建築協定（建築基準法69条）
◇歳入の徴収または収納委託（自治令第
158条）

◇緑地協定（都市緑地法45条）
◇費用負担の協議（道路法第 54条、河川
法第11条等）

◉私法上の契約とは

○自治法第 234条第 1項の「売買、賃貸、請負、その他の契約」は、民法に定める契
約のうち、有償、双務契約を原則としている。

○行政と私人との間の契約で、行政が私人と同じ立場で締結する契約である。私人と同
じ立場で取引するため、私法の規定が適用される。

○自治体が優越的立場を表に出した行政主体として契約するのではなく、財産権の主体
として、私人と対等の立場で締結するものであるから、民法その他の私法によって規
律される。

①行政活動のための契約の事例

行政活動を行うにあたって、必要な物的手段を準備
する行為としての契約である。物品納入契約、公共
事業の請負契約、業務委託契約、公共用地買収契約
などがある。

②財産管理のための契約の事例 普通財産の売却や貸付契約などがある。

③給付行政における契約の事例

公共施設（公営住宅、公民館など）の利用契約、公
共企業（上下水道、電気）の利用契約、補助金交付
決定などがある（自治体の補助金等の交付は民法の
贈与契約にあたる）。

「特別定額給付金と契約の関係」
令和2年 4月、新型コロナ対策で「特別定額給付金」が創設されました。国民1人あたり
10万円の給付で、実施主体は市区町村になりましたが、この給付金、実は、民法第 549
条に定める「贈与契約」としての法的性格を有します。この法的根拠が、実務に影響し、
給付を「受ける・受けない」のチェック項目になっていました。
つまり、贈与を受けるか受けないかという意味なんですね。このように、制度の法的性格
を前提にした仕組みづくりが、正確で迅速な事務処理を実現することにつながります。

ココに注意！
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check 事業者への参考見積依頼は適切か
［関係法令等］ 自治体の財務規則（予算事務規則）、予算編成方針、予算編

成要領等

ここが実務の CHECK・POINT

ミスの防止

ミスの内容 対策

・見積依頼先のメールアドレスを間違え
た。

・メールによる事務連絡は、決裁を経ない
場合が多いので、チーム内でのミスの事例
を共有する。
・システム対応として、メール送信時に「注
意喚起」のメッセージを表示させる。

・メールに自分で作成した積算資料を誤っ
て添付した。

・「CC」「BCC」を間違え、相手方業者の
情報が漏洩した。

不正の防止

不正の内容（原因） 対策

・見積依頼の時点で業者との接点が生じ、
その後、親しい関係になる。

・業者との接点について、その厳格化を
チーム内で共有する。
・業者との癒着は、必ず最初のきっかけが
あることをチーム内で共有する。
・見積先の事業者を複数の職員で決定す
る。
・見積依頼した事業者は、実際の競争入札
で参加できるよう配慮する。
・見積依頼の記録を残す。
・見積書関係の書類は、情報漏洩のないよ
う厳格に管理する。
・メールの記録を事業者ごとに保管するな
ど職員のリスク意識を高める。

・特定の事業者だけに見積りを依頼するこ
とによって、他の契約情報を漏洩する関係
になる。

・予算編成時の見積依頼は、契約ではない
というゆるみから、業者との関係ができる。

・見積りに協力しない事業者に対して、契
約の相手方からこの事業者を排除する恣意
的な指名が行われる。

「CC」と「BCC」とは
　メールを利用した事務処理が日常的に増加しています。その結果、複数の相手方にメー
ルを送る際、他社及び担当者のアドレスが漏れてしまう事例が発生しています。メール送
信時の「CC」「BCC」の設定間違いによるものですが、「CC」はCarbon	copy の略、「BCC」
は、Blind	Carbon	copy	の略です。ブラインドを下げれば、見えなくなりますね。操作
の基本は「BCC」だと覚えましょう。

1

予算見積書作成 財政担当に提出上司の決裁

・単純に合計して平均を出すような安易なやり方はしない。
・担当課としての積算をする。
・見積関係書類は、参考であるが、秘密文書に該当する。
・メールでの連絡については、アドレスや添付書類など慎重に扱う。

行政A 事業者C

事業者D

事業者D

予算計上額の検討

職員A 職員B

提出します。

提出します。

ごめん。今は無理！

自分でも積算
してみよう。

この仕様で見積りを
お願いします。

ココに注意！

◉予算編成時の見積依頼は ｢協力依頼｣（契約事務に密接に関連！）

（契約事務に密接に関連！）

複数で相談

基本ルール

◇予算編成時には、すでに「契約事務がスタート」している。
◇予算編成は、財務規則（予算事務規則）及び予算編成方針によって行
われる。
◇予算編成、予算執行、決算は、契約事務と密接な関係にある。
◇予算編成時に業者から見積りを徴することは違法ではない。
◇見積りはあくまでも参考資料として活用すべきである。
◇見積依頼は協力依頼であるから、感謝の気持ちをもつ。
◇特定の事業者だけに見積依頼が偏らないよう配慮する。
◇業者の見積りに 100％依存せず、担当としても積算する。
◇見積依頼した事業者は、予算執行時に入札等に参加させる。
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check

業者選定
委員会等

契約手法の想定は妥当か
［関係法令等］ 自治法第9章【財務】　自治体の契約制度全般

ここが実務の CHECK・POINT

ミスの防止

ミスの内容 対策

・当初予算で計画した契約手法に誤りがあ
り執行できなかった。

・債務負担行為は、限度額と歳出予算額の
合計が契約可能額であることに留意する。
・予算は議会の議決を必要とすることか
ら、契約方法の選択理由や契約時期など十
分な説明ができるよう予算委員会等の準備
を行う。

・当初予算の議会審議で、契約方法につい
て一般競争入札が妥当ではないかとの指摘
を受けた。

・複数年度予算（債務負担行為）の歳出予
算額の計算を間違えた。

不正の防止

不正の内容（原因） 対策

・事業者の要請に応えた契約手法を前提に
予算計上した。

・財政担当に提出する予算見積書を決裁す
るにあたり、決裁責任者（課長等）が、そ
の積算根拠をヒアリングする。
・特に予算科目では「施設修繕費」「業務
委託料」「工事請負費」「原材料費」「備品
購入費」の積算根拠とともに、事業者から
の見積書を確認する。
・日常的に事業者との接触について注意喚
起する。

・予算計上時点で、ほぼ契約事業者が決定
していた。

・プロポーザル方式の審査基準が事業者に
漏洩していた。

・発注仕様書の内容が事業者に漏洩した。

予算編成時における事業者からの要請
　自治体の予算編成時期になると、様々な業界団体からの要望事項が提出されます。事業
者にしてみれば、予算計上されなければ、その後の受注もないわけです。積極的な働きか
けが常態化している事例もあり、不正の温床になる可能性も高まります。自治体職員は、
予算編成の段階から契約事務がスタートしていることを意識し、事業者との接点をもたな
い姿勢が重要になります。

2

③その他の契約方法の検討

参加者の資格制限等 ○制限付き一般競争入札　○参加希望型指名競争入札

予定価格だけではない落札方式 ○最低制限価格　○低入札価格調査　○総合評価方式

契約を効果的に推進 ○CM方式の採用　○VE方式の採用（110頁）

①年度の検討 選択肢 具体的な予算計上等

事業実施年度
単年度 歳出予算

複数年度 継続費・債務負担行為・長期継続契約

②契約方法の選択肢

一般競争入札 指名競争入札 随意契約 プロポーザル方式 主管課契約

職員A

さて、実際の契約時には、どの契約方法を採用したらよいかな。
そうだ、1人で決めないで、みんなに相談しよう。

指名（案）作成

随意契約

公　募

見積合わせ

候補者選定

入　札 落札者決定 契約締結

指　名

ココに注意！

◉契約方法の検討手順

基本ルール

◇予算計上の段階で、実際の契約方法を想定しておく必要がある。
◇契約方法によって、不正の防止策、ミスの防止策が異なる。
◇予算との関係では、単年度契約か、複数年度契約かを判断する。
◇調達するものによって、競争性を原則に契約方法を選択する。
◇随意契約は、その理由を明確にする。
◇プロポーザル方式は、制度的には随意契約の形態となる。
◇見積合わせでも、競争性を原則とした契約手続きに留意する。
◇事務決裁規程を前提に、担当課の契約権限かどうか確認する。


